
令和元年１１月 定例教育委員会

                     日時 令和元年１１月２８日(木)13:30～ 

                     場所 鳥取市役所新本庁舎６階 第２会議室 

次  第 

○ 行事報告及び行事予定について                   〔教育総務課〕 

【審議案件】 

（１）議案第２２号 鳥取市多目的スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行

規則の一部改正について      〔生涯学習・スポーツ課〕P.1

【説明・協議事項】 

（１）令和元年度鳥取市一般会計補正予算（１２月補正）について      〔各課〕P.9 

（２）鳥取市多目的スポーツ広場の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

〔生涯学習・スポーツ課〕P.16

（３）令和元年鳥取市教育委員会１０大ニュースについて           〔教育総務課〕P.19 

（４）図書館資料整理日の臨時開館について                〔中央図書館〕P.22 

【報告事項】 

（１） 通学に利用するバス停及び駅の緊急防犯点検の実施結果について 

 〔学校保健給食課〕P.23 

（２）令和２年鳥取市成人式について          〔生涯学習・スポーツ課〕P.24 

（３）令和元年度通学路合同点検の結果について        〔学校保健給食課〕当日配布

【先回定例会の議事録】 

【その他】 

（１）次期定例教育委員会の開催について 

  ［12 月］令和元年 12月 26 日（木）15:00 ～ 鳥取市役所新本庁舎 6階 第 2会議室 

［ 1 月］令和元年 1月  日（  ）13:30 ～ 鳥取市役所新本庁舎 





月 日 曜日 行　　　　　事　　　　　等 場　　　所

10月 第６回山陰海岸ジオパーク小学生駅伝競走大会 全但バス但馬ドーム周辺駅伝コース

福゛（ＢＯＯＫ）袋から広がるあなたの世界 中央図書館

27 （日） 福゛（ＢＯＯＫ）袋から広がるあなたの世界 中央図書館

28 （月）

29 (火) 教育委員会事務の自己点検・評価ヒアリング 教育委員室

次代を担うとっとり教職員派遣事業教育長報告会 第2庁舎 教育委員室

きなんせ！English Worldキャラバン 倉田小・美保南小、富桑小

NHK文化センター鳥取教室①「科学のリレーを考える」　　(講師：さじアストロパーク) NHK文化センター鳥取教室

用瀬町第5回みすみ大学（一日研修） あおや和紙工房ほか

おはなし会 青谷町総合支所

31 （木） 文化庁調査官現地指導（～11/1まで）（美術工芸部門、歴史資料部門） 渡辺美術館、大雲院

11月 1 （金） 第３回鳥取市学校給食検討委員会 旧市役所本庁舎

2 （土） 文字活字文化の日講演会「放送こぼれ話」元ＮＨＫアナウンサー　藤澤　武 中央図書館

3 （日） 本のリサイクル市 バード・ハット（中央図書館主催） 鳥取駅前バード・ハット

4 （月）

5 (火)

6 （水） みんなで楽しむ音読教室 中央図書館

特別支援教育ワークショップ③・幼保小中連携研修 福祉人材研修センター

河原町みたき大学第4回講座（県外研修） 岡山県

8 （金）

旧美歎水源地水道施設　全国近代化遺産一斉公開イベント 旧美歎水源地水道施設

「文字・活字文化の日」講演会「古典に親しむ講座」① 用瀬図書館

10 （日）

11 （月）

姫路市議会視察（旧美歎水源地水道施設、史跡鳥取城跡） 旧美歎水源地水道施設ほか

中堅教諭等資質向上研修⑤・16年目研修② 福祉人材研修センター

青谷町高齢者教室 青谷町総合支所

きなんせ！English Worldキャラバン 遷喬小、鹿野学園

読み聞かせボランティア養成講座④ 中央図書館

用瀬町第6回みすみ大学/用瀬町ひいな学級 用瀬町民会館

14 （木） 第2回鳥取市教育支援委員会 教育センター

15 （金） 河原町女性セミナー第4回講座（体験学習） 河原町老人福祉センター

16 （土）

17 （日） 青谷町ソフトテニス選手権大会 青谷町グラウンドテニスコート

18 （月）

19 (火)

20 （水） 期間展示「アストロ宇宙写真展」（～1/19まで） さじアストロパーク

21 （木）

22 （金）

23 （土）

24 （日）

25 （月） 第2回鳥取市通学路安全対策推進協議会 市役所本庁舎

26 (火) 鳥取大学講義「地球科学00（新しい地球観）②」(講師：さじアストロパーク) 鳥取大学

読み聞かせボランティア養成講座⑤ 中央図書館

第２回鳥取市図書館協議会 中央図書館

NHK文化センター鳥取教室②「宇宙からの脅威」(講師：さじアストロパーク) NHK文化センター鳥取教室

28 （木） 11月定例教育委員会 市役所本庁舎

27 （水）

① 行事報告（１０月２６日～１１月２８日）

26 （土）

30 （水）

7 （木）

9 （土）

12 (火)

13 （水）



月 日 曜日 行　　　　　事　　　　　等 場　　　所

11月 第４回鳥取市学校給食検討委員会 市役所本庁舎

宇宙ふしぎ探検「月と３惑星を見よう」（～11/30まで） さじアストロパーク

30 （土）

12月 第１１回青谷町バウンスボール大会 鳥取市青谷町中郷体育館

第26回星景写真コンテスト作品募集開始 さじアストロパーク

2 （月）

3 (火) 中堅教諭等資質向上研修⑥・６年目研修② 県立福祉人材研修センター

きなんせ！English World キャラバン 国府東小、国府中、久松小

みんなで楽しむ音読教室 中央図書館

5 （木）

6 （金）

7 （土）

8 （日）

9 （月）

10 (火) 青谷町高齢者教室 青谷町総合支所

11 （水）

12 （木） 音読教室 青谷町総合支所

13 （金） 宇宙ふしぎ探検「ふたご座流星群を観察しよう」（～11/14まで） さじアストロパーク

14 （土） きなんせ！English World 3 市教育センター

15 （日） 第24回クリスマス謝恩コンサート さじアストロパーク

16 （月） 特別資料整理期間（～12/20まで） 中央図書館

17 (火)

18 （水） プラネタリウム冬番組「太陽～私たちの母なる星～」スタート さじアストロパーク

19 （木）

20 （金） 第2回センター運営協議会 市教育センター

親子で一緒に楽しむ講座⑬「クリスマス会」 中央図書館

おたのしみ☆ＢＯＯＫ袋（～12/25まで） 用瀬図書館

22 （日）

23 （月）

24 (火)

25 （水）

12月定例教育委員会 市役所本庁舎

宇宙ふしぎ探検「部分日食を観察しよう」 さじアストロパーク

② 行事予定（１１月２９日～１２月２６日）

4 （水）

26 （木）

29 （金）

1 （日）

21 （土）



議案第２２号 

鳥取市多目的スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正について 

鳥取市多目的スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を次のよう

に改正する。 

令和元年１１月２８日 

鳥取市教育委員会 

教育長 尾 室 高 志    

鳥取市多目的スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則の一部 

を改正する規則 

 鳥取市多目的スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１６年鳥取

市教育委員会規則第２３号）の一部を次のように改正する。 

第２条の表中 

「 鳥取市河原町屋内

ゲートボール場 

１２月２９日

から翌年の１

月３日までの

日 

午前８時から午

後６時まで 
を

 鳥取市河原町湯谷

スポーツ広場 

午前６時から午

後８時まで 」

「 鳥取市河原町湯

谷スポーツ広場 

１２月２９日から翌年

の１月３日までの日 

午前６時から午後

８時まで 」
に改める。

附 則 

この規則は、令和２年１月１日から施行する。 

1



   鳥取市多目的スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則の一部

を改正する規則案要綱

１ 改正の目的

  鳥取市河原町屋内ゲートボール場を解体するために、鳥取市多目的スポー

ツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正することを目的と

します。

２ 改正の内容

鳥取市河原町屋内ゲートボール場の項を削ります。（第２条関係）

３ 施行期日

この規則は、令和２年１月１日から施行することとします。

１１月定例教育委員会 説明資料 

月 日 令和元年１１月  日 

担当課 生涯学習・スポーツ課 

2

年月日

担当課

11月定例教育委員会　資料

令和元年11月28日

生涯学習・スポーツ課



1/6 

鳥取市多目的スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１６年教育委員会規則第２３号）新旧対照表 

改正後 改正前 

○鳥取市多目的スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行

規則

○鳥取市多目的スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行

規則

平成１６年１０月２９日 平成１６年１０月２９日

鳥取市教育委員会規則第２３号 鳥取市教育委員会規則第２３号

（目的） （目的） 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（休場日及び開場時間） （休場日及び開場時間） 

第２条 鳥取市多目的スポーツ広場（以下「広場」という。）の休場日及

び開場時間は、次のとおりとする。ただし、鳥取市教育委員会（以下「教

育委員会」という。）が必要と認めたとき又は指定管理者が必要と認め

た場合で、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、これを変更す

ることができる。 

第２条 鳥取市多目的スポーツ広場（以下「広場」という。）の休場日及

び開場時間は、次のとおりとする。ただし、鳥取市教育委員会（以下「教

育委員会」という。）が必要と認めたとき又は指定管理者が必要と認め

た場合で、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、これを変更す

ることができる。 

施設の名称 休場日 開場時間 

鳥取市美穂スポーツ

広場 

１２月２９日から翌年の１

月３日までの日 

午前６時から午後７時

まで 

鳥取市大和スポーツ

広場 

ア ４月１日から１０

月３０日までの日

施設の名称 休場日 開場時間 

鳥取市美穂スポーツ

広場 

１２月２９日から翌年の１

月３日までの日 

午前６時から午後７時

まで 

鳥取市大和スポーツ

広場 

ア ４月１日から１０

月３０日までの日

3
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午前８時から午後６

時３０分まで 

イ １１月１日から翌

年３月３１日までの

日 午前８時から午

後５時まで 

鳥取市国府町大茅ス

ポーツ広場 

午前６時から午後７時

まで 

鳥取市国府町成器ス

ポーツ広場 

鳥取市国府町運動場

鳥取市国府町美歎運

動場 

鳥取市国府町荒舟運

動場 

鳥取市国府町高岡運

午前８時から午後６

時３０分まで 

イ １１月１日から翌

年３月３１日までの

日 午前８時から午

後５時まで 

鳥取市国府町大茅ス

ポーツ広場 

午前６時から午後７時

まで 

鳥取市国府町成器ス

ポーツ広場 

鳥取市国府町運動場

鳥取市国府町美歎運

動場 

鳥取市国府町荒舟運

動場 

鳥取市国府町高岡運

4
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動場 

鳥取市国府町麻生運

動場 

鳥取市国府町三代寺

運動場 

鳥取市国府町谷運動

場 

鳥取市福部町グラウ

ンド 

ア 月曜日及び国民の祝日

に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定す

る休日 

イ １２月２９日から翌年

の１月３日までの日（アに

掲げる日を除く。） 

午前８時３０分から午

後５時まで 

（項を削る） （項を削る） （項を削る） 

動場 

鳥取市国府町麻生運

動場 

鳥取市国府町三代寺

運動場 

鳥取市国府町谷運動

場 

鳥取市福部町グラウ

ンド 

ア 月曜日及び国民の祝日

に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定す

る休日 

イ １２月２９日から翌年

の１月３日までの日（アに

掲げる日を除く。） 

午前８時３０分から午

後５時まで 

鳥取市河原町屋内ゲ

ートボール場 

１２月２９日から翌年の１

月３日までの日 

午前８時から午後６時

まで 

5
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鳥取市河原町湯谷ス

ポーツ広場 

１２月２９日から翌年の１

月３日までの日 

午前６時から午後８時

まで 

鳥取市河原町八上ス

ポーツ広場 

鳥取市河原町河原ス

ポーツ広場 

鳥取市河原町国英ス

ポーツ広場 

鳥取市河原町天神原

スポーツ広場 

鳥取市河原町稲常グ

ラウンドゴルフ場 

鳥取市用瀬町興徳運

動広場 

午前８時から午後６時

まで 

鳥取市用瀬町社スポ

ーツ広場 

鳥取市河原町湯谷ス

ポーツ広場 

午前６時から午後８時

まで 

鳥取市河原町八上ス

ポーツ広場 

鳥取市河原町河原ス

ポーツ広場 

鳥取市河原町国英ス

ポーツ広場 

鳥取市河原町天神原

スポーツ広場 

鳥取市河原町稲常グ

ラウンドゴルフ場 

鳥取市用瀬町興徳運

動広場 

午前８時から午後６時

まで 

鳥取市用瀬町社スポ

ーツ広場 

6
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鳥取市用瀬町屋住運

動広場 

鳥取市気高町運動場 午前９時から午後１０

時まで 

鳥取市青谷町勝部第

２グラウンド 

午前８時から午後６時

まで 

鳥取市青谷町中郷グ

ラウンド 

鳥取市青谷町日置グ

ラウンド 

鳥取市青谷町日置谷

グラウンド 

鳥取市青谷町グラウ

ンド 

午前９時から午後１０

時まで 

鳥取市青谷町グラウ

ンドゴルフ場 

午前７時から午後７時

まで 

鳥取市用瀬町屋住運

動広場 

鳥取市気高町運動場 午前９時から午後１０

時まで 

鳥取市青谷町勝部第

２グラウンド 

午前８時から午後６時

まで 

鳥取市青谷町中郷グ

ラウンド 

鳥取市青谷町日置グ

ラウンド 

鳥取市青谷町日置谷

グラウンド 

鳥取市青谷町グラウ

ンド 

午前９時から午後１０

時まで 

鳥取市青谷町グラウ

ンドゴルフ場 

午前７時から午後７時

まで 

第３条～第１０条 （略） 第３条～第１０条 （略） 

7
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附 則 （略） 附 則 （略） 

様式第１号～様式第５号 （略） 様式第１号～様式第５号 （略） 

8



説明・協議事項（１）

　令和元年度鳥取市一般会計補正予算（１２月補正）について

国・県 地方債 その他 一般財源

1
職員費（教育総務
課、学校教育課）

教育総務課 322,826 ▲ 11,256 311,570 0 0 0 ▲ 11,256 人件費の決算見込みによる補正。

2 職員費（特別職） 教育総務課 14,471 40 14,511 0 0 0 40 人件費の決算見込みによる補正。

3
市立学校基金積立
金

教育総務課 84 ▲ 1 83 0 0 ▲ 1 0 基金利子積立金の決算見込みによる補正。

4 小学校嘱託員報酬 教育総務課 78,397 111 78,508 0 0 0 111 人件費の決算見込みによる補正。

5
学校維持補修費（小
学校・通常）

教育総務課 55,948 6,345 62,293 0 0 0 6,345

①消防設備点検の不備事項の修繕
　　11校　1,080千円　遷喬小学校ほか
②プールろ過循環装置点検の不備事項の修繕
　　2校　2,860千円　河原第一小学校、散岐小学
校
③令和元年10月に発生した台風19号により被災
した学校施設の修繕　　3校　2,405千円
　津ノ井小学校、湖南学園、鹿野学園

6
校舎外壁改修事業
費

教育総務課 0 1,424 1,424 0 0 0 1,424

令和元年7月30日に浜坂小学校において発生し
た校舎外壁落下事故を受けて全校の外壁の状況
を調査し、早急に修繕が必要な７校分の外壁修
繕費用。

7
大規模改造事業費
（中学校）

教育総務課 0 89,594 89,594 0 67,100 0 22,494
湖東中学校の普通教室への空調設備設置工事
費。
　工期：3月～8月（予定）　1・2年各7教室

No 事　業　名 所属名 補正前額 補正額
左記の財源内訳

事業概要補正後額

年月日 令和元年１１月２８日

担当課 各課

１１月定例教育委員会　資料
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国・県 地方債 その他 一般財源

No 事　業　名 所属名 補正前額 補正額
左記の財源内訳

事業概要補正後額

8
指導主事費（学校教
育課）

学校教育課 10,719 432 11,151 0 0 0 432 人件費の決算見込みによる補正。

9
事務局運営費（学校
教育課）

学校教育課 15,078 ▲ 1,868 13,210 16 0 0 ▲ 1,884 人件費の決算見込みによる補正。

10
語学指導等外国青
年招致事業費

学校教育課 67,741 ▲ 434 67,307 0 0 0 ▲ 434 人件費の決算見込みによる補正。

11
学校図書館活用推
進事業費

学校教育課 104,969 ▲ 4,317 100,652 0 0 0 ▲ 4,317 人件費の決算見込みによる補正。

12
複式学級対策事業
費

学校教育課 35,074 731 35,805 0 0 0 731 人件費の決算見込みによる補正。

13
教職員研修運営事
業費

学校教育課 16,155 4 16,159 0 0 0 4 人件費の決算見込みによる補正。

14
教育センター運営事
業費

学校教育課 19,812 ▲ 88 19,724 0 0 0 ▲ 88 人件費の決算見込みによる補正。

15
特別支援教育支援
員配置事業費

学校教育課 96,130 3,626 99,756 0 0 0 3,626 人件費の決算見込みによる補正。

16 部活動推進事業費 学校教育課 10,184 ▲ 772 9,412 0 0 0 ▲ 772 人件費の決算見込みによる補正。

17
事務局運営費（学校
保健給食課）

学校保健給
食課

2,065 436 2,501 0 0 0 436 人件費の決算見込みによる補正。

18
職員費（学校保健給
食課）

学校保健給
食課

72,331 ▲ 2,628 69,703 0 0 0 ▲ 2,628 人件費の決算見込みによる補正。

19
一般管理費（学校給
食センター）

学校保健給
食課

65,758 ▲ 96 65,662 0 0 0 ▲ 96 人件費の決算見込みによる補正。

20
学校給食未納対策
費

学校保健給
食課

2,434 58 2,492 0 0 0 58 人件費の決算見込みによる補正。

21
学校給食運営事業
費

学校保健給
食課

936,094 ▲ 110 935,984 0 0 0 ▲ 110 人件費の決算見込みによる補正。

1
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国・県 地方債 その他 一般財源

No 事　業　名 所属名 補正前額 補正額
左記の財源内訳

事業概要補正後額

22
社会教育指導員報
酬

生涯学習・ス
ポーツ課

2,892 7 2,899 0 0 0 7 人件費の決算見込みによる補正。

23
職員費（生涯学習・
スポーツ課、文化財
課、分室）

生涯学習・ス
ポーツ課

175,959 1,130 177,089 0 0 0 1,130 人件費の決算見込みによる補正。

24
青少年育成基金積
立金

生涯学習・ス
ポーツ課

13 ▲ 9 4 0 0 ▲ 9 0 基金利子積立金の決算見込みによる補正。

25
少年愛護センター運
営費

生涯学習・ス
ポーツ課

5,873 35 5,908 0 0 0 35 人件費の決算見込みによる補正。

26 嘱託報酬（分室等）
生涯学習・ス
ポーツ課

40,995 ▲ 100 40,895 0 0 0 ▲ 100 人件費の決算見込みによる補正。

27 青少年施設管理費
生涯学習・ス
ポーツ課

129 87 216 0 0 43 44

令和元年9月に発生した台風17号により被災した
佐治町こぶし会館の屋根の復旧費。

※その他財源は、全国市有物件災害共済会から
の保険金。（1/2）

28
嘱託報酬（サイクリン
グターミナル）

生涯学習・ス
ポーツ課

5,621 ▲ 72 5,549 0 0 0 ▲ 72 人件費の決算見込みによる補正。

29
職員費（さじアストロ
パーク）

生涯学習・ス
ポーツ課

35,373 382 35,755 0 0 0 382 人件費の決算見込みによる補正。

30
さじアストロパーク運
営管理費

生涯学習・ス
ポーツ課

39,037 2,878 41,915 0 0 124 2,754

①人件費の決算見込みによる補正　2,444千円
②天文台自家発設備の始動用バッテリーの修繕
　　185千円
③令和元年10月に発生した台風19号により被災
したきらっと工房のテラスの復旧費。　249千円

※その他財源は、全国市有物件災害共済会から
の保険金。（1/2）

1
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国・県 地方債 その他 一般財源

No 事　業　名 所属名 補正前額 補正額
左記の財源内訳

事業概要補正後額

31
小中学校体育連盟
補助金

生涯学習・ス
ポーツ課

11,344 1,752 13,096 0 0 0 1,752
中学校体育連盟補助金の対象校、対象者の増に
伴う実績見込みによる増。

32 地区体育館管理費
生涯学習・ス
ポーツ課

19,613 2,619 22,232 0 0 67 2,552

①米里体育館及び岩倉体育館の入口ドア、美保
南体育館の煙感知器等の修繕。　857千円
②台風17号により被災した東郷体育館の軒先天
井の復旧費。　134千円
③湖南体育館の防火カーテンの改修費用。
　　1,973千円

※その他財源は、全国市有物件災害共済会から
の保険金。（1/2）

33 体育施設管理費
生涯学習・ス
ポーツ課

209,115 2,926 212,041 0 0 298 2,628

①市民体育館の雨漏り、誘導灯の修繕、青谷町ト
レーニングセンターの排煙窓の修繕等。　428千
円
②台風19号により被災した千代テニス場の管理
棟屋根の復旧費。　704千円（うち共済対象は597
千円）
③城北テニスコートの改修費用（4面）。　1,794千
円

※その他財源は、全国市有物件災害共済会から
の保険金。（1/2）

34
屋外体育施設管理
費

生涯学習・ス
ポーツ課

6,428 6,936 13,364 0 0 6,936 0

県が実施する県道本鹿高福線（佐貫工区）の改
良工事に支障となる散岐屋内ゲートボール場の
解体に係る事前影響調査業務。
　委託料一式　6,936千円

※その他財源は、県からの移設補償費。

35 プール管理費
生涯学習・ス
ポーツ課

6,726 143 6,869 0 0 0 143
河原市民プールで使用している半自動計時装置
の故障に伴い、修繕までに行う点検費用。
※修繕費ついては、令和２年度当初予算で計上。

1
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国・県 地方債 その他 一般財源

No 事　業　名 所属名 補正前額 補正額
左記の財源内訳

事業概要補正後額

36
仁風閣・宝扇庵管理
費

文化財課 19,374 324 19,698 0 0 136 188

台風17号及び台風19号により被災した仁風閣の
外壁の復旧費。

※その他財源は、全国市有物件災害共済会から
の保険金。（1/2）

37 埋蔵文化財調査費 文化財課 17,820 0 17,820 184 0 0 ▲ 184 財源更正。

38
嘱託報酬（市民図書
館）

中央図書館 52,617 19 52,636 0 0 0 19 人件費の決算見込みによる補正。

39
職員費（市民図書
館）

中央図書館 73,858 4,150 78,008 0 0 0 4,150 人件費の決算見込みによる補正。

40
一般管理費（市民図
書館）

中央図書館 18,219 70 18,289 0 0 0 70 人件費の決算見込みによる補正。

計 2,667,276 104,508 2,771,784 200 67,100 7,594 29,614

1
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国 県 起 債 そ の 他 一般財源

8,000 1,400 6,600

　[事業の目的]

　[事業の内容]

　[これまでの関連する取組み]

　[今後の取組み]

令和元年度12月補正債務負担行為の概要

事 業 名 担 当 課

鳥取市グローバル人材育成事業費 教育総務課

　英語圏域であるオーストラリアに市内在住の中学生を派遣し、現地学校との交流やホームステイ、文化施設等の訪問
などのプログラムを実施し、多様な文化と歴史に触れる短期間（5日程度）研修を行う。
【概要】
（１）公募（3～4月）　市内の中学生
（２）選考会（4～5月）選考委員による選考（学校指導主事、校長、教頭など）
（３）事前研修（6～7月）事前研修（語学研修、現地学校交流準備など）
（４）派遣研修（8月）　5日間程度
　　〇派遣先　オーストラリア（ケアンズ市内）
　　〇内   容　学校訪問、ホームステイ、施設見学など
　　〇派遣後　報告書を作成し、学んだことをフィードバックさせる。

　平成２８年度～平成３０年度  市内中学生２０名シンガポールへ派遣
　令和元年度                     市内中学生２０名オーストラリアへ派遣

　委託事業者選定の準備を早期に進めることで、オーストラリアでの研修内容及び派遣者の事前研修の充実を図る。
　【スケジュール】
    令和2年　   1～3月　プロポーザルにより事業者選定・契約締結、生徒募集
　　　　　　　　　　　　4月　派遣者一次選考会
　　　　　　　　　　　　5月　派遣者二次選考会、派遣者決定
  　　　　　　　　  6～7月  事前研修実施
　　　　　　　　　　　  8月　オーストラリア派遣、派遣報告会

[単位：千円]

限 度 額 期 間
財 源 内 訳

　本市の地方創生戦略や第10次総では、グローバル人材の育成を最重要課題として掲げている。また、教育委員会で
は各中学校にＡＬＴを配置するとともに教育センターで「きなんせ！イングリッシュワールド/キャラバン」を実施するなど、
生きた英語に触れることができる取組を実施している。
　これらを踏まえ、さらなるグローバル教育を推進するため、次代を担う中学生を海外に派遣し、異文化に触れる機会を
提供することで、国際的感覚の優れた人材の育成を図る。

令和元年度～令和２年度
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国 県 起 債 そ の 他 一 般 財 源

5,398 令和 元 年 ～ 2 年度 5,398

　[事業の目的]

　[事業の内容]

　[これまでの関連する取組み]

　[今後の取組み]

令和元年度12月補正予算債務負担行為の概要

事 業 名 担 当 課

吉川資料館名品展開催事業（鳥取市・岩国市姉妹都市提携25周年記念） 文化財課

特別展「鳥取市・岩国市姉妹都市提携25周年記念　吉川資料館名品展」の開催
岩国市との姉妹都市提携のきっかけとなった天正9年の鳥取城攻めを紹介するとともに、吉川資料館が所蔵する吉川家
伝来の什物を展示する。

○事業委託費（公益財団法人　鳥取市文化財団）

　平成7年10月13日に鳥取市と岩国市が姉妹都市提携。
　鳥取市から吉川資料館に対し、鳥取での展覧会開催の協力要請書を提出し、資料館から協力の承諾を得る。
　本事業の開催される令和2年には、全国吉川会鳥取大会が開催される。

　令和2年1月中旬：チラシ・ポスター等作成開始
　同年3月下旬：チラシ・ポスター・幟旗、看板納品
　同年4月上旬～：資料搬入、設営
　同年4月下旬～5月下旬：展覧会開催
　同年6月～：展覧会撤去、資料返却

[単位：千円]

限 度 額 期 間

財 源 内 訳

　鳥取市歴史博物館において特別展等を開催し、文化財の愛護思想の啓発育成を図ることを目的とする。令和2年度は、
吉川資料館（山口県岩国市）の収蔵資料を中心とした展覧会を開催する。本展覧会は、本市と岩国市の姉妹都市提携25
周年を記念するものである。

15



議案第  号 

鳥取市多目的スポーツ広場の設置及び管理に関する条例の一部改正につ 

いて 

鳥取市多目的スポーツ広場の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

令和元年１２月  日提出 

                       鳥取市長 深 澤 義 彦 

   鳥取市多目的スポーツ広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正す 

る条例 

鳥取市多目的スポーツ広場の設置及び管理に関する条例（平成１６年鳥取市条例第

１５０号）の一部を次のように改正する。 

第２条の表鳥取市河原町屋内ゲートボール場の項を削る。 

附 則  

この条例は、令和２年１月１日から施行する。 

提案理由 

 鳥取市河原町屋内ゲートボール場を廃止するためである。 

１１月定例教育委員会 説明資料 

月 日 令和元年１１月  日 

担当課 生涯学習・スポーツ課 
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説明・協議事項（２） 令和元年11月28日年月日

担当課 生涯学習・スポーツ課

11月定例教育委員会　資料



９－１

鳥取市多目的スポーツ広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例案要綱

１ 改正の目的

  鳥取市河原町屋内ゲートボール場を解体するために鳥取市多目的スポーツ

広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正することを目的とします。

２ 改正の内容

鳥取市河原町屋内ゲートボール場を廃止することとします。（第２条関係） 

３ 施行期日 

この条例は、令和２年１月１日から施行することとします。 

17



９
 
３

鳥取市多目的スポーツ広場の設置及び管理に関する条例（平成１６年条例第１５０号）新旧対照表 

改正後 改正前 

○鳥取市多目的スポーツ広場の設置及び管理に関する条例 ○鳥取市多目的スポーツ広場の設置及び管理に関する条例

平成１６年９月３０日 平成１６年９月３０日

鳥取市条例第１５０号 鳥取市条例第１５０号

（設置及び名称） （設置及び名称） 

第２条 市民の健康増進及びスポーツの振興に資するため、鳥取市多目

的スポーツ広場（以下「広場」という。）を次のとおり設置する。 

第２条 市民の健康増進及びスポーツの振興に資するため、鳥取市多目

的スポーツ広場（以下「広場」という。）を次のとおり設置する。 

名称 位置 

（略） 

鳥取市福部町グラウンド 鳥取市福部町海士 

鳥取市河原町湯谷スポーツ広場 鳥取市河原町湯谷 

（略） 

名称 位置 

（略） 

鳥取市福部町グラウンド 鳥取市福部町海士 

鳥取市河原町屋内ゲートボール場 鳥取市河原町佐貫 

鳥取市河原町湯谷スポーツ広場 鳥取市河原町湯谷 

（略） 

18



説明・協議事項（３） 

令和元年 鳥取市教育委員会１０大ニュースについて 

№ 項 目 説   明（内容、実施月日など） 担当課

１ 市内小・中・義務教育

学校の全ての普通教

室へのエアコン整備

平成３１年度末までに市内小・中・義務教育学校の

全ての普通教室へのエアコン整備をするため、本

年度から順次工事がスタート！

エアコン設置工事は順調に進んでいる。

教育総務課 

２ 「鳥取市の学校給食

の基本構想」改訂に

向け検討が始まる

平成２０年３月に策定し、安全・安心で栄養バラン

スに優れた学校給食を安定的かつ効率的に実施す

るための方策など、より充実した学校給食に取り

組む指針となる「鳥取市の学校給食の基本構想」の

改訂案を検討するため鳥取市学校給食検討委員会

を３月に設置。学校給食センターの再整備や衛生

基準への対応、少子化等の社会情勢を踏まえ、サウ

ンディング型市場調査を実施するなど、検討を進

めている。

学校保健給食課 

３ 全国近代化遺産活用

連絡協議会 鳥取大

会の開催

重要文化財旧美歎水源地水道施設を会場に、全国

近代化遺産活用連絡協議会の全国大会が開催され

ました。５００名以上の近代化遺産関係者、一般参

加者が全国から集まり、旧美歎水源地水道施設の

保存と活用の姿を高く評価していただいた（７月

２４日～２６日）。

文化財課 

４ 特別天然記念物コウ

ノトリが飛来し、雛

４羽が無事巣立ち

兵庫県豊岡市で誕生したコウノトリのペアが鳥取

市で営巣し、雛４羽が生まれ、巣離れまですくすく

と育った。県内では初の事例。今年は兵庫県のほ

か、福井県、京都府、島根県、徳島県でも雛が誕生

し、あわせて 46羽が巣立ちました。

文化財課 

１１月定例教育委員会 資料

年月日 令和元年１１月２８日

担当課 教育総務課

19



№ 項 目 説   明（内容、実施月日など） 担当課

５ 鳥取城跡石垣修理工

事開始６０周年記念

行事

鳥取城の石垣修理が始まったのは１９５９年のこ

と。とっとり３２万石お城まつりと合わせて、石垣

修理の歴史について現地説明会を開催しました。

（９月２９日）

文化財課 

６ 令和改元に伴い因幡

万葉歴史館で新年号

を揮毫

令和改元に伴い、年号の原典となった万葉集をテ

ーマとしている因幡万葉歴史館に、例年の倍以上

の入館者が来られました。また、秋には佳子さまに

ご来館（９月２８日）いただきました。

文化財課 

７ 鳥取城御城印が仁風

閣で頒布され、大人

気

令和改元を記念して、史跡鳥取城跡内にある重要

文化財仁風閣で、（公財）鳥取市文化財団が、登城

の印である「御城印」を発売（５月１日）。初版 1,000
枚は完売し、増刷するほどの人気を集めています。

１０月には、鳥取城を兵糧攻めにした羽柴秀吉の

本陣・太閤ヶ平の御城印も発売されました。

文化財課 

８ 山陰考古学研究集会

の開催

山陰地域の考古学研究者による研究集会で、近世

の城郭の瓦をテーマに開催（参加者１００名）。研

究会と現地視察（会場：県立博物館、鳥取城跡）が

行われました（８月３１日）。

文化財課 

９ 山国隊軍楽保存会、

鳥取城で凱旋行進

戊辰戦争に鳥取藩１３番隊として参加した、京都

の山国隊。その子孫で結成された山国隊軍楽保存

会が、１５０年ぶりに鳥取城で凱旋行進を行いま

した。京都の時代祭りにも取り入れられている軍

楽行列を多くの人に見ていただくことができまし

た。（３月２３日）

文化財課 

10 図書館情報管理シス

テムを６年ぶりに更

新

平成３１年３月１日、図書館３館とコミュニティ

ーセンター６室、市立病院図書室及び移動図書館

車をオンラインで管理する図書館情報管理システ

ムを６年ぶりに更新し、情報管理の強化、利便性の

向上を図った。

中央図書館 
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№ 項 目 説   明（内容、実施月日など） 担当課

11 地域情報・地元企業

応援コーナーの利用

開始

平成３１年４月３日、中央図書館の入口付近２か

所に、地域情報及び地元企業応援コーナーを新た

に設置し、来館者に情報提供を開始した。魅力ある

地域情報や活動の紹介、地元企業をＰＲすること

で「人・地域・企業」の新たなつながりを生み出し、

地域の発展を推進する。

中央図書館 

12 東京２０２０オリン

ピック聖火リレーコ

ースに鳥取市内が選

定

鳥取市内の若桜街道、鳥取砂丘、布勢運動総合公園

が聖火リレーコースに選定された。来年の５月２

３日（土）に鳥取市からの代表３名を含めた選手達

が、聖火を手にして市内を PR して走ることにな
る。（ランナーの氏名やコースの正式決定は１２月

中旬予定）

生涯学習・スポー

ツ課 

13 津ノ井地区が市民体

育祭（Bグループ）総
合優勝の１０連覇を

達成

１０月６日、鳥取市民体育祭において津ノ井地区

が総合優勝の１０連覇を飾った。地区一丸となっ

てスポーツ振興に取り組んだ成果が実を結んだ格

好だ。今後ともスポーツを通じ地域の活性化や地

域間の交流を推進していただきたい。

生涯学習・スポー

ツ課 

14 山陰地方で初めて全

日本ビーチサッカー

選手権大会を開催

９月６日から８日までの３日間、鳥取市の賀露海

岸において全日本ビーチサッカー大会が山陰で初

めて開催された。大会では１,８００人を集め、鳥
取ならではの「砂」をキーワードにした新たなスポ

ーツとして、市民に対する普及啓発となった。

生涯学習・スポー

ツ課 

15 鳥取市民体育館 PFI
方式による再整備企

画提案募集が始まる

鳥取市民体育館の整備に向けての事業者プロポー

ザルが５月１３日から始まった。本市で初めて、民

間資本を活用し設計、建設、維持管理、運営を一括

し行う PFI方式を採用し、民間事業者のノウハウ
を生かした質の高い公共サービスの提供を目指

す。なお、選定された事業者との本契約は令和２年

度３月頃になる見通し。

生涯学習・スポー

ツ課 
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説明・協議事項（４）   

図書館資料整理日の臨時開館について

             （中央図書館、用瀬図書館）  

毎月最終の木曜日は、資料整理日のため休館としていますが、下記については、特別

資料整理期間（5日）と業務が重複するため臨時に開館したいので「鳥取市立図書館の設

置及び管理に関する条例施行規則」第２条により教育委員会に諮るものです。 

1.臨時開館範囲： 中央図書館、用瀬図書館 

2.臨時開館日： 

【中央図書館】１２月２６日（木）を臨時に開館 

※特別資料整理期間 12/16（月）～12/20（金） 

 （例年２月に実施していたものを駅南庁舎改修工事により 

１２月に実施したいため） 

【用瀬図書館】２月２７日（木）を臨時に開館 

※特別資料整理期間 2/17（月）～2/21（金） 

12月【中央図書館】 2月 【用瀬図書館】

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 1

8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 8

15 16 17 18 19 20 21 9 10 11 12 13 14 15

22 23 24 25 26 27 28 16 17 18 19 20 21 22

29 30 31 1/1 1/2 1/3 1/4 23 24 25 26 27 28 29

開館日 定例休館日 特別資料整理期間 臨時開館

年末年始の休館日

１１月定例教育委員会 資料 

年月日 令和元年１１月２８日 

担当課 中央図書館 
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報告事項（１） 

通学に利用するバス停及び駅の緊急防犯点検の実施結果について 

【これまでの経過】 

５月２８日 川崎市にて、スクールバスを待つ児童らが襲撃される事件発生 

 同 日  各小中義務教育学校へ、登下校の安全指導の徹底について通知 

 ６月 ７日 子どもの安全に関する関係団体緊急会議開催 

７月１１日 各小中義務教育学校へ、通学に利用するバス停及び駅の緊急防犯点検の実施を

依頼

８月１４日 鳥取県教委（文部科学省）より登下校時の児童生徒の集合場所等の点検の実施

が依頼される 

【点検期間】 

 令和元年７月１１日～９月３０日 

【点検の目的・内容】 

 児童生徒が通学の際に乗降するバス停及び駅を緊急に点検することにより、防犯上の危険な

状況の把握と各学校における通学時の安全確保を図る。 

＜チェック事項＞ 

 〇人の通行・見守りの状況（人通りや車の通行、保護者の送迎など） 

 〇バス停・駅周辺の死角（伸びた草木、照明の有無など） 

 〇付近の住宅・事業所等の状況（子ども１１０番の家など助けを求める住宅等） 

 〇バス停・駅周辺に周りから見えにくく、連れ込まれやすい場所がないか 

 〇バス停・駅周辺の環境（落書きがないか、ごみ等が散乱していないか） 

 〇不審者情報や子どもが犯罪に巻き込まれるような危険な事案がなかったか 

【点検の概要】 

 〇２７校２７２箇所（重複点検箇所あり） 

（小学校１３校１１７箇所 中学校１１校１１１箇所  義務教育学校３校４４箇所） 

 〇「危険な状況」として挙げられた主な内容 

  ・人通りや車の通行が少ない（１２８箇所） 

  ・灯りがなく、夜間や夕方に、バス停等周辺で犯罪が起きても見えにくい（７７箇所） 

  ・子ども１１０番の家など、付近に助けを求められる住宅や事業所がない（６９箇所） 

【今後の対応】 

 〇点検状況を県教育委員会へ報告。 

 〇点検結果に基づき、各学校で児童生徒に対し、バス停を利用しての通学時の安全指導を行

う。 

 〇全市的な点検結果のまとめを学校にフィードバックし、点検結果を保護者や地域と共通認

識し、児童生徒の安全・防犯活動へ活用する。 

 〇道路・施設管理者等関係者と点検結果を情報共有する。 

１１月定例教育委員会資料 

年月日 令和元年１１月２８日 

担当課 学校保健給食課 
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報告事項（２） 

令和２年鳥取市成人式について 

 新成人の有志により組織された実行委員会で検討を進めている令和２年成人式に

ついて、その概要がまとまりましたので報告します。

記

1. 期日  令和２年１月３日（金）１４：００～（開場１２：３０） 

2. 会場  とりぎん文化会館 梨花ホール

3. 主催  鳥取市成人式実行委員会・鳥取市・鳥取市教育委員会

4. 参加対象者 平成１１年４月２日～平成１２年４月１日生  
＊市出身者（市外在住）も参加可能

5. 出席見込み数 約 1,700名（11/1現在対象者数 1,788名）
※平成３１年成人式 出席者約 1,700名／対象者 1,843名 

6. 日程（予定）
 （１）開場  12：30
 （２）オープニングアトラクション 13:30～13:50

因幡麒麟獅子舞 演舞

 （３）式典  14：00～14：30 （予定）
    ①開式 

②市民歌斉唱 

③主催者あいさつ（市長）

④来賓祝辞（市議会議長）

⑤来賓紹介 

⑥新成人代表あいさつ（実行委員長）

⑦閉式 

   （４）イベント（調整中）

 （５）閉場  15：30 

7．実行委員会
   組織年月日 令和元年９月３０日（第１回実行委員会開催日）

   実行委員  新成人 3名により組織

１１月定例教育委員会資料

年月日 令和元年１１月２８日

担当課 生涯学習・スポーツ課
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